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緑町交番の取扱い状況（令和７年12月中暫定値） 

人身事故 ４件 自転車盗 ２件 オートバイ盗 １件 

自動車盗 １件 車上ねらい０件 

住宅対象侵入窃盗 １件 

警察官がノーネクタイになりました 
 令和７年11月から、街頭活動をする制服警察

官がノーネクタイになりました。 

 見慣れるまで違和感があるかもしれません

が、警察官がネクタイを引っ張られたりして怪

我をしないようにするなどの対策のためとなり

ますので、ご理解をお願いします。 

 

 

 緑町交番管内で自転車の盗難被害が多発し

ています。 

 盗難被害に遭わないために・・・。 

  〇 自宅やマンション駐輪場でも施錠する 

  〇 短時間でも必ず施錠する 

  〇 チェーン錠で二重ロックする 

などの防犯対策をお願いします。 

 

 

 12月15日午後１時30分ころ、緑町４丁目地内

で、女性が若い男に身体を触られる被害が発生

しました。 

 被害に遭わないために・・・ 

 ○ 歩きスマホはしない 

 ○ 防犯ブザーの活用 

などの防犯対策をお願いします。 

  

2026年４月１日から自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入 
 交通反則通告制度とは、一定の交通違反に対して交通反則告知書（青切符）が交付され、反則

金を任意に納付したときは、刑事手続きに移行することがなく起訴されない制度です。自転車の

交通事故・違反検挙件数が増加する中、交通反則通告制度の導入は簡易迅速な処理と実効性のあ

る責任追及を可能にします。 

 ～青切符の対象となる違反行為の例と反則金（16歳以上が対象）～ 
 〇 携帯電話の使用等（保持）・・反則金12,000円  〇 一時停止・・反則金5,000円 

 〇 信 号 無 視・・・・・・・反則金6,000円   〇 並 進・・・反則金3,000円 

 〇 車道の右側通行・・・・・・・反則金6,000円   〇 二人乗り・・反則金3,000円 

 ※ 悪質・危険とされている違反行為、歩行者や他の車両に危険を生じさせる違反行為、警告

  されても違反を続ける行為は、取締りの対象となります。（上記は違反の一例です。） 


